
（建設リサイクル法に関する条件明示等） 

1.   本工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（（平成 12 年法律第

104 号）以下「建設リサイクル法」という。）に基づき、特定建設資材の分別解体

等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。 

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、以

下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「７ 解体工事に要する費用等」

に定める事項は、契約締結時に発注者と請負者の間で確認されるものであるため、

発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象

としない。 

ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難い場

合は、監督員と協議するものとする。 

 

積算条件 

① 分別解体等の方法 

※「分別解体の方法」の欄については、該当がない場合は記載の必要はない。 

工

程

ご

と

の

作

業

内

容

及

び

解

体

方

法 

工 程 作 業 内 容 分別解体等の方法（※） 

①仮設 仮設工事 

■有 □無 

□手作業 

■手作業・機械作業の併用 

②土工 土工事 

■有 □無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

③基礎 基礎工事 

■有 □無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

④本体構造 本体構造の工事 

■有 □無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

⑤本体付属品 本体付属品の工事 

■有 □無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

⑥その他 

 

その他の工事 

■有 □無 

□手作業 

■手作業・機械作業の併用 

 

②  再資源化等をする施設の名称及び所在地 

再資源化施設名を明示することは、再資源化施設を指定するものと解釈され、

自由な競争を阻害する恐れがあるため、明示はしないものとする。 

なお、積算上は「運搬費＋受入料金」の合計額の最も安価となる再資源化施設

を想定している。 
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2.  元請業者から発注者への書面による事前説明（建設リサイクル法１２条関係） 

少なくとも以下の事項について説明する。 

・ 解体工事である場合においては、解体する建築物等の構造 

・ 新築工事等である場合においては、使用する特定建設資材の種類 

・ 工事着手の時期及び工程の概要 

・ 分別解体等の計画 

・ 解体工事である場合においては、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の

見込み 

 

以上の説明については、建設リサイクル法省令で定めた様式第１号の別表１（建築物

に係る解体工事）、別表２（建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様換））、

別表３－１、３－２（建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等））

のうち、当該工事に該当する別表及び工程表を工事を請け負おうとする者が作成し、契

約締結前に契約担当者又は工事担当課長等に説明するものとする。 

 

3.  工事請負契約書「７．解体工事に要する費用等」に記入する内容について 

契約締結時に発注者と請負者の間で確認した次の事項を請負者が記入するものと

する。 

（１） 解体工事に要する費用 

（２） 再資源化等に要する費用 

（３） 分別解体の方法 

（４） 再資源化等をする施設の名称及び所在地 
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工
 

事
 

特
 

記
 

仕
 

様
 

書
 

  １
．
 こ

の
仕

様
書

は
当

該
工

事
に

の
み

適
用

し
、

定
め

の
な

い
事

項
に

つ
い

て
は

三
重

県
公

共
工

事
共

通
仕

様
書

（以
下

「公
共

共
仕

」
と

い
う

。
）及

び
三

重
県

建
設

工
事

執
行

規
則

に
よ

ら
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 

２
．

設
計

図
書

の
照

査
 

 

2
-
1 

受
注

者
は

、
契

約
後

す
み

や
か

に
本

市
が

交
付

し
た

工
事

図
書

の
照

査
を

行
い

、
そ

の
結

果
を

監
督

員
に

報
告

す
る

こ
と

。
 

 

３
．

施
工

計
画

書
 

  
3-

1
 

受
注

者
は

、
「
公

共
共

仕
」
に

よ
る

ほ
か

、
下

記
の

事
項

に
留

意
し

て
計

画
を

た
て

る
こ

と
。

 

 
 

 
(1

) 
施

工
方

法
の

決
定

に
あ

た
っ

て
は

、
工

事
の

安
全

か
つ

円
滑

な
施

工
の

確
保

と
公

害
防

止
に

留
意

す
る

。
 

 
 

 
(2

) 
施

工
計

画
を

定
め

る
に

あ
た

っ
て

は
、

施
工

現
場

の
地

質
状

況
及

び
現

場
の

施
工

環
境

に
留

意
す

る
こ

と
。

 

 
 

 
3-

2
  

段
階

確
認

、
材

料
確

認
等

の
計

画
を

た
て

明
記

す
る

こ
と

。
 

 
 

 
3-

3
 

受
注

者
は

、
監

督
員

に
提

出
し

た
施

工
計

画
書

に
従

っ
て

工
事

を
施

工
す

る
こ

と
。

 

 
 

 
3-

4
 

施
工

計
画

の
内

容
に

つ
い

て
監

督
員

が
「
再

検
討

」
を

指
示

し
た

場
合

は
、

そ
の

内
容

に
つ

い
て

再
度

検
討

の
う

え
す

み
や

か
に

再
提

出
す

る
こ

と
。

 

 
 3
-
5 

 
施

工
計

画
書

の
内

容
に

変
更

が
生

じ
た

場
合

に
は

、
そ

の
つ

ど
当

該
工

事
に

着
手

す
る

前
に

変
更

に
関

す
る

事
項

に
つ

い
て

、
変

更
施

工
計

画
書

を
提

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 出
し

な
け

れ
ば

ば
ら

な
い

。
 

 ４
．

工
程

表
 

  
4-

1
 

施
工

計
画

書
に

従
い

工
程

表
を

提
出

す
る

こ
と

。
な

お
、

工
程

表
は

ﾈ
ｯ
ﾄﾜ

ｰ
ｸ
か

ﾊ
ﾞｰ

ﾁ
ｬ
ｰ

ﾄと
す

る
。
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５
．

開
削

工
 

 

5
-
1
  

開
削

工
に

つ
い

て
は

、
１

日
の

作
業

終
了

毎
に

原
則

と
し

て
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
舗

装
に

よ
る

復
旧

を
行

い
交

通
解

放
を

行
う

こ
と

。
（未

舗
装

道
路

は
除

く
）
 

  
 5

-
2
  

埋
戻

土
及

び
砂

基
礎

に
つ

い
て

は
、

「公
共

共
仕

」
の

４
－

３
－

３
盛

土
工

に
基

づ
き

転
圧

を
充

分
に

行
な

い
、

復
旧

部
分

の
陥

没
等

が
生

じ
な

い
よ

う
施

工
を

行

う
こ

と
。

 

  
 5

-
3
  

土
留

工
の

施
工

に
つ

い
て

は
、

『建
設

工
事

公
衆

災
害

防
止

対
策

要
綱

』
に

基
づ

き
、

施
工

を
行

う
こ

と
。

 

  
 5

-
4
  

全
面

舗
装

部
分

に
つ

い
て

は
、

管
布

設
後

速
や

か
に

舗
装

を
行

う
こ

と
。

 

  
 5

-
5
  

舗
装

復
旧

部
分

の
区

画
線

に
つ

い
て

、
舗

装
復

旧
後

速
や

か
に

復
旧

す
る

こ
と

。
 

  
 5

-
6
  

主
要

幹
線

の
圧

送
管

に
つ

い
て

は
、

施
工

後
監

督
員

立
会

の
も

と
水

圧
試

験
を

行
う

こ
と

。
 

  
 5

-
6
  

マ
ン

ホ
ー

ル
間

の
距

離
が

5
0
m

を
超

え
る

箇
所

に
つ

い
て

は
、

管
内

の
テ

レ
ビ

カ
メ

ラ
調

査
を

完
成

報
告

書
提

出
前

に
行

い
調

査
報

告
書

の
提

出
及

び
電

子
媒

体
に

て
調

査
映

像
を

１
部

提
出

す
る

こ
と

。
 

 ６
．

排
水

処
理

 

 

6
-
1 

 
工

事
に

伴
い

発
生

す
る

排
水

に
つ

い
て

は
、

公
共

用
水

域
等

の
水

質
汚

濁
を

防
止

し
周

囲
の

環
境

に
配

慮
す

る
た

め
、

関
連

法
規

を
遵

守
し

、
適

切
な

対
 

 
 

 
策

を
請

負
者

の
責

任
に

お
い

て
講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

(
1
)
受
注
者
は
、
舗
装
切
断
時
に
発
生
す
る
濁
水
を
回
収
し
、
産
業
廃
棄
物
（
汚
泥
）
と
し
て
処
理
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
2
)
受
注
者
は
、
濁
水
が
搬
出
さ
れ
る
工
事
に
あ
た
っ
て
は
、
産
業
廃
棄
物
管
理
票
（
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
）
に
よ

り
、
適
正
に
処
理
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
確
か
め

る
と
と
も
に
、
監
督
員
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
3
)
濁
水
の
処
理
に
関
し
、
排
水
量
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
、
受
注
者
は
濁
水
量
等
を
取
り
ま
と
め
の
う
え
、
監
督
員
と
協
議
を
行
い

契
約

変
更
の
対
象
と
す

る
。
 

(
4
)
受
注
者
は
、
濁
水
の
処
分
に
関
し
、
処
理
状
況
（
収
集
・
運
搬
・
処
分
）
を
明
確
に
把
握
で
き
る

写
真
管
理
を
行
う
こ
と
。
 

(
5
)
受

注
者

は
、
濁

水
が
生

じ
な

い
工

法
（

空
冷

式
等

）
を

採
用

し
た

場
合

も
、

濁
水

と
同

様
に

、
吸

引
す

る
装

置
の

併
用

な
ど

、
粉

塵
の

飛
散

防
止

対
策

を
実

施
す

る
と
と

も
に

、
収

集
し

た
粉

塵
に

つ
い

て
は

、
適

正
な

運
搬

・
処

分
を

実
施

す
る

こ
と

と
し

、
産

業
廃

棄
物

管
理

票
（

マ
ニ

フ
ェ

ス
ト

）
に

4
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よ
り
、
適
正
に
処
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
か
め
る
と
と
も
に
、
監
督
員
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 ７
．

現
場

管
理

一
般

 

  
7-

1
 

保
安

 

(1
)  

必
要

に
応

じ
適

切
な

フ
ェ

ン
ス

、
門

扉
等

を
設

け
、

関
係

者
以

外
の

者
が

容
易

に
立

入
り

で
き

な
い

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

 

(2
) 

工
事

施
工

中
の

現
場

管
理

、
安

全
管

理
に

つ
い

て
は

、
本

特
記

仕
様

書
各

条
項

に
定

め
る

も
の

を
除

き
、

受
注

者
に

て
自

発
的

な
措

置
を

図
り

、
責

任
を

も
っ

て

事
故

を
未

然
に

防
ぐ

こ
と

。
 

(3
)  

特
に

、
関

係
車

輌
の

交
通

安
全

対
策

に
つ

い
て

は
、

遺
漏

の
な

い
よ

う
執

り
図

る
こ

と
。

 

(4
) 

工
事

施
工

箇
所

（
影

響
部

分
・
全

面
舗

装
を

含
む

）
に

お
け

る
掘

削
等

の
復

旧
部

分
に

つ
い

て
、

１
日

の
作

業
前

お
よ

び
作

業
後

に
陥

没
・
沈

下
お

よ
び

亀
裂

等

の
損

傷
の

点
検

を
行

い
、

も
し

損
傷

が
確

認
さ

れ
た

場
合

は
速

や
か

に
補

修
を

行
う

こ
と

。
 

  
7-

2
 

広
報

等
 

(1
) 

工
事

を
円

滑
、

効
率

的
に

実
施

す
る

た
め

、
受

注
者

は
必

要
に

応
じ

て
工

事
内

容
等

を
地

元
住

民
お

よ
び

通
行

者
に

周
知

せ
し

め
る

と
と

も
に

、
協

力
を

得
る

た

め
の

必
要

な
対

策
を

講
じ

る
こ

と
。

 

(2
) 

工
事

箇
所

の
周

辺
住

民
に

対
し

て
は

、
特

に
親

切
を

旨
と

し
て

十
分

協
調

し
、

信
頼

関
係

を
保

ち
な

が
ら

工
事

を
進

め
る

こ
と

。
 

  

7
-
3
 

職
員

の
駐

在
 

 
 

 
(1

) 
受

注
者

は
、

工
事

施
工

中
の

作
業

時
間

外
と

い
え

ど
も

、
非

常
時

の
連

絡
処

理
な

ら
び

に
工

事
現

場
の

警
戒

取
り

締
ま

り
を

行
う

こ
と

。
 

 
  

 
(2

) 
異

常
気

象
時

は
、

災
害

防
止

の
た

め
、

休
日

と
い

え
ど

も
必

要
に

応
じ

労
務

者
を

常
駐

さ
せ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 ８
．

損
害

補
償

 

 

8
-
1
  

民
有

地
等

を
使

用
す

る
場

合
の

土
地

借
り

上
げ

補
償

な
ど

は
、

全
て

受
注

者
の

負
担

と
責

任
に

お
い

て
行

う
も

の
と

す
る

。
 

 8
-
2
 

受
注

者
は

、
工

事
の

影
響

に
よ

り
損

害
が

発
生

す
る

と
考

え
ら

れ
る

周
辺

物
件

、
井

戸
等

に
つ

い
て

は
、

請
負

者
で

事
前

に
調

査
を

行
う

こ
と

。
 

 

8
-
3 

 
受

注
者

は
、

工
事

完
了

後
周

辺
物

件
、

井
戸

等
に

損
害

が
発

生
し

て
い

な
い

か
、

確
認

を
行

う
こ

と
。
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8
-
4 

 
事

前
家

屋
調

査
に

つ
い

て
は

三
重

県
業

務
委

託
共

通
仕

様
書

の
工

損
調

査
共

通
仕

様
書

に
基

づ
き

実
施

す
る

こ
と

。
 

 

９
．

瑕
疵

担
保

 

  
 9

-
1
  

工
事

施
工

箇
所

（
影

響
部

分
・
全

面
舗

装
を

含
む

）
の

復
旧

部
分

が
陥

没
、

沈
下

お
よ

び
亀

裂
等

の
損

傷
が

生
じ

た
場

合
に

は
、

速
や

か
に

補
 

 
 

 
 

 
修

を
行

う
こ

と
。

 

 １
０

．
竣

工
時

の
提

出
書

類
 

 

1
0
-1

 
受

注
者

は
、

工
事

完
了

後
速

や
か

に
「
公

共
共

仕
」
に

規
定

す
る

書
類

の
他

、
監

督
員

が
必

要
と

指
示

す
る

書
類

を
提

出
す

る
こ

と
。

 

 

1
0
-
2 

公
共

ま
す

設
置

台
帳

を
指

定
の

用
紙

に
よ

り
作

成
し

、
提

出
す

る
こ

と
。

 

 

1
0
-
3 

基
準

点
よ

り
、

マ
ン

ホ
ー

ル
の

座
標

デ
ー

タ
を

提
出

す
る

こ
と

。
 

 1
0
-
4 

完
成

図
を

提
出

す
る

こ
と

。
 

  １
１

．
検

査
 

  
11

-
1 

受
注

者
は

、
現

場
の

基
準

点
を

明
確

に
し

、
検

査
に

必
要

な
器

具
、

機
械

を
準

備
す

る
こ

と
。

 

  
11

-
2 

受
注

者
は

、
検

査
を

迅
速

に
行

え
る

よ
う

人
員

を
配

置
し

、
手

際
よ

く
行

動
す

る
こ

と
。

 

 １
２

．
そ

の
他

 

 

1
2
-1

 
 他

工
事

と
の

調
整

は
監

督
員

及
び

関
係

施
行

者
と

協
議

の
う

え
、

工
程

調
整

を
行

う
こ

と
。

 

 

1
2
-
2 

 
工

事
施

工
に

先
立

ち
、

道
路

占
用

許
可

申
請

書
、

道
路

交
通

障
害

報
告

書
、

道
路

使
用

申
請

書
等

を
速

や
か

に
監

督
員

及
び

関
係

機
関

へ
提

出
す

る
 

 
 
 
  

 
こ

と
。
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令
和

２
年

５
月

 

  
1
2-

3
  

必
要

に
応

じ
て

、
当

工
区

の
工

事
説

明
用

回
覧

板
を

作
成

す
る

こ
と

。
 

 

 
 1

2
-
4 

 
受

注
者

の
責

任
に

よ
り

生
じ

た
数

量
、

工
事

費
の

増
加

に
伴

う
設

計
変

更
は

認
め

な
い

。
 

 

 
 1

2
-
5 

 
１

日
の

作
業

時
間

が
午

後
５

時
を

越
え

る
と

予
想

さ
れ

る
場

合
は

、
午

後
４

時
ま

で
に

監
督

員
に

そ
の

旨
を

連
絡

す
る

こ
と

。
ま

た
、

１
日

の
作

業
が

終
了

次
第

、

監
督

員
に

作
業

終
了

確
認

の
連

絡
を

す
る

こ
と

。
 

  
 1

2
-
6 

 
公

共
土

木
工

事
な

ど
の

請
負

作
業

を
実

施
す

る
に

あ
た

っ
て

は
、

環
境

に
配

慮
す

る
こ

と
。

 

 1
2
-
7 

 バ
ッ

ク
ホ

ウ
・
振

動
ロ

ー
ラ

等
の

建
設

機
械

等
に

つ
い

て
は

、
低

騒
音

型
・
排

出
ガ

ス
対

策
型

の
も

の
を

使
用

す
る

こ
と

。
 

 1
2
-
8 

 
環

境
汚

染
に

つ
な

が
る

緊
急

事
態

が
お

こ
っ

た
場

合
に

対
応

で
き

る
体

制
及

び
資

材
を

整
え

て
お

く
こ

と
。

 
 

 1
2
-
9 

 
提

出
書

類
に

つ
い

て
は

、
可

能
な

限
り

両
面

コ
ピ

ー
で

提
出

す
る

こ
と

。
 

 

1
2
-
10

 
 工

事
写

真
に

つ
い

て
は

基
本

的
に

電
子

納
品

と
す

る
。

た
だ

し
、

電
子

納
品

が
困

難
な

場
合

は
、

監
督

員
と

協
議

し
承

諾
を

得
る

こ
と

。
 

 1
2
-
11

 
 毎

月
末

の
履

行
状

況
を

所
定

の
様

式
に

基
づ

き
作

成
し

、
翌

月
３

日
ま

で
に

監
督

員
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 1
2
-
12

 
 マ

ン
ホ

ー
ル

蓋
デ

ザ
イ

ン
は

、
関

第
一

か
ら

第
五

処
理

分
区

に
つ

い
て

は
「
町

並
み

／
ア

ス
レ

」
、

そ
の

他
処

理
分

区
に

つ
い

て
は

「
亀

山
城

と
ハ

ナ
シ

ョ
ウ

ブ
」

を
使

用
す

る
こ

と
。

 

 1
2
-
13

 
 石

綿
管

処
理

が
必

要
と

な
っ

た
場

合
、

石
綿

障
害

予
防

規
則

及
び

廃
棄

物
処

理
法

等
の

関
係

法
令

に
基

づ
き

行
う

こ
と

。
 

 1
2
-
14

 
 農

地
を

一
時

的
に

作
業

ヤ
ー

ド
、

現
場

事
務

所
、

資
材

置
場

、
又

は
仮

駐
車

場
と

し
て

利
用

す
る

場
合

は
、

農
地

の
一

時
転

用
な

ど
適

切
な

対
応

を
行

う
こ

と
。

 
 1
2
-
15

 
 局

地
的

な
大

雨
に

対
す

る
下

水
道

工
事

に
お

け
る

安
全

対
策

に
つ

い
て

、
情

報
収

集
、

作
業

中
止

基
準

、
対

応
方

法
等

を
施

工
計

画
書

に
記

載
す

る
こ

と
。

 
 1
2
-
16

 
 
境

界
確

定
さ

れ
て

い
る

箇
所

に
つ

い
て

は
、

座
標

管
理

を
し

、
境

界
鋲

を
復

元
す

る
こ

と
。
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令
和

２
年

５
月

 

 1
2
-
17

 
 
A

s,
C

o
塊

、
土

砂
等

の
処

理
に

伴
う

運
搬

業
務

に
つ

い
て

、
下

請
を

行
う

場
合

、
部

分
下

請
負

通
知

書
に

記
載

す
る

こ
と

。
 

 1
2
-
18

 
 
「
亀

山
市

公
共

建
築

物
等

木
材

利
用

方
針

（
平

成
２

３
年

４
月

１
日

）
」第

５
の

１
に

基
づ

き
、

間
伐

材
及

び
木

製
品

を
積

極
的

に
利

用
す

る
こ

と
。

 

 1
2
-
19

 
 
週

間
工

程
表

を
提

出
す

る
こ

と
。

 

 

1
2
-
20

 
 近

隣
事

業
所

及
び

住
民

の
車

両
等

の
迂

回
路

が
確

保
で

き
る

よ
う

努
め

る
こ

と
。

 

 1
2
-
21

 
 
国

道
3
0
6

号
歩

道
施

工
時

は
、

亀
山

市
上

水
道

課
発

注
工

事
(川

合
町

ほ
か

地
内

(国
道

30
6

号
)排

水
管

改
良

工
事

)及
び

鈴
鹿

建
設

事
務

所
流

域
・
公

園
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 課

発
注

工
事

(一
級

河
川

椋
川

河
川

改
修

(道
路

)工
事

)と
工

程
調

整
を

行
い

、
遅

延
な

く
施

工
す

る
こ

と
。
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特
記
仕
様

書
（
施
工
条
件
明
示

一
覧
表
）

№
1

別
途

工
事
と

の
工
程

調
整

が
必
要

あ
り

調
整

項
目
（

資
材

等
の
流

用
仮
設

及
び

工
事

用
道

路
等

の
調
整

建
設

機
械
等
の
調

整

施
工

順
序
の

調
整

別
途

協
議
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　
）

施
工

時
期
、

施
工
時

間
及

び
施
工

方
法

の
制
限

あ
り

制
限

す
る
工

種
名

（
　
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　
　
）
　

施
工

時
期
及

び
施

工
時
間
（

　
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　
）

　
　
　

　
施

工
方

法
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

他
機

関
と
の

協
議
が

未
完

了
協

議
が

必
要

な
機

関
名

（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
　

協
議

完
了

見
込
み

時
期

（
 
　
　

 
 
 
）

占
用

物
件
と

の
工
程

調
整

の
必
要

あ
り

占
用

物
件
名

（
電
気

電
話

水
道
　

ガ
ス

そ
の

他
（
　
　

　
　
　
　
　

　
　

　
　
　

　
）

）

そ
の

他
（
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
）

そ
の

他
（
全

路
線

に
お
い

て
縦
断

方
向

に
占
用

物
件
（

水
道

管
）
あ

り
。
 
 
 
）

用
地

補
償
物

件
の
未

処
理

箇
所
あ

り
未
処

理
箇
所

（
別
添

図
№
　

　
　

～
№

　
別
途

協
議

　
）

完
了
見

込
み

時
期

（
平

成
　
　

　
年

　
　

　
月

頃
別

途
協
議
　
）

仮
設

ヤ
ー
ド

の
有
無

仮
設
ヤ

ー
ド

（
官

有
地

民
有

地
そ

の
他

（
　

　
　
　

　
　
　
　
）

別
途
協
議
　

）
　

　
　

仮
設
ヤ

ー
ド

使
用

期
間

（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

仮
設
ヤ

ー
ド

か
ら

の
運

搬
距

離
（

Ｌ
＝

　
　

㎞
）

使
用
条

件
・

復
旧

方
法

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

そ
の

他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

そ
の

他
（
　

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

）

施
工

方
法
の

制
限
あ

り
制

限
項

目
　

（
騒

音
振
動

水
質

粉
じ
ん

排
出
ガ

ス
そ
の

他
（
　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
）

）

施
工
方

法
等

（
指

定
工

法
名

（
　

　
　

　
）

そ
の

他
（
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
）

別
途

協
議

　
）

施
工
時

期
　

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
）

事
業

損
失
防

止
に
関

す
る

調
査
あ

り
調

査
項

目
　

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　
　

　
．
　
　
　

　
騒

音
測

定
振

動
測

定
水

質
調

査
近
接
家
屋

の
事
前
・
事

後
調

査
地
盤

沈
下
測

定
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

地
下

水
位
等

の
測

定
そ
の

他
（

　
　

　
　

　
）

別
途
協
議
　

）

調
査
方

法
　

（
別

途
資

料
　

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
）

別
途

協
議

　
）

そ
の

他
（
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

そ
の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
）

交
通

安
全
施

設
等
の

指
定

あ
り

交
通
安

全
施

設
等

の
配

置
　

（
別

途
図

面
そ
の

他
（

　
　

　
　
　
）

別
途
協
議

　
）

交
通
管

理
要

員
の

配
置

　
　

（
別

途
図

面
そ

の
他

（
　

　
　
　
　

）
別
途
協

議
　

）

指
定
路

線
指

定
路

線
以

外

配
置
人

員
数

（
　

起
点

、
終

点
に

１
人

ず
つ

配
置

及
び

工
事
箇

所
に
１
人
配

置
）

　
（
う

ち
交

通
誘
導
警

備
員

Ａ
（
１

人
）

）

　
　
　

　
（

注
：

配
置

人
員

数
の

変
更

は
原

則
行

わ
な

い
も

の
と

す
る

。
但
し
、

指
定
路
線
以

外
で

交
通
誘

導
警

備
員
Ａ

が
配

置
で
き

な
い
場
合

は

　
　
　

　
　

　
　

変
更

の
対

象
と

す
る

。
）

交
通
管

理
要

員
の

配
置

時
間

（
　

　
　

　
　

　
　

）

交
通
管

理
要

員
の

配
置

期
間

（
　

　
　

　
　

　
　

）

交
通
管

理
要

員
配

置
の

対
象

工
種

（
全

工
種

）

近
接

施
設
等

に
対
す

る
制

限
既

存
施

設
あ

り

　
・
近

接
公

共
施

設
　

　
　

（
鉄

道
電

気
電

話
水
道

ガ
ス

そ
の

他
（

　
　
　

　
　

　
）
）

　
・
近

接
施

設
　

（
擁

壁
（
　

　
　
　

　
　

　
　
　

）
ブ

ロ
ッ
ク

塀
家

屋
そ
の
他
（

　
　

　
　
　

　
）

）

　
・
現

地
の

状
況

を
適

切
に

把
握

し
て

施
工

を
行

う
こ

と
。

工
法
制

限
あ

り

　
・
制

限
を

受
け

る
工

種
　

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
）

　
・
制

限
内

容
　

　
　

　
　

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
）

土
砂

崩
落
・

発
破
作

業
に

対
す
る

防
護

施
設
等

に
指
定

あ
り

安
全

防
護

施
設

等
の

配
置

　
（

別
途

図
面

そ
の

他
（

　
　
　
　

　
）

別
途

協
議

　
）

保
安
要

員
の

配
置

　
　

　
　

（
別

途
図

面
そ

の
他

（
　

　
　
　
　

）
別
途
協

議
　

）

現
場

で
の
安

全
確
保

（
自

主
施
工

の
原

則
）

そ
の

他
（
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　
　

　
）

そ
の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
）

)

受
注
者

は
、

工
事

中
の

適
切

な
安

全
確

保
の

措
置

等
の

一
切

の
手

段
に

つ
い
て
、

自
ら
の
責
任

に
お

い
て
定

め
、

工
事
を

実
施

す
る
こ

と
。

設
計
図

書
に

明
示

さ
れ

た
施

工
条

件
と

工
事

現
場

が
一

致
せ

ず
、

安
全

確
保
の
た

め
に
指
定
仮

設
の

変
更
や

計
上

が
必
要

な
場

合
は
、

監
督
員
と

協
議
を

行
い

指
示
を

受
け

た
後

、
受

注
者

と
し

て
適

切
な

安
全

確
保

の
措

置
を

講
じ

た
う
え
で

、
工
事
を
実

施
す

る
こ
と

。

条
　
　

　
件

　
　

　
及

　
　

　
び
　
　

　
内
　
　
　

容

工
 
程

 
関
 
係

用
 
地

 
関
 
係

公
害
対
策

関
係

安
全
対
策

関
係

明
　

示
　

項
　
目

明
　
　

示
　

　
事
　

　
項

施
工
に

関
し

て
事

前
に

埋
設

物
調

査
を

実
施

し
、

施
工

機
械

等
の

接
触

に
よ
る
損

傷
事
故
を
防

止
す

る
こ
と

。

そ
の

他
（

 
川
合

町
ほ

か
地
内

(
国

道
3
0
6
号

)
配

水
管

布
設

工
事

・
一
級

河
川

椋
川
河

川
改
修

(
道

路
)
工
事

)

（
注
）
上

記
受
託

業
務
事

項
・

条
件
及

び
内

容
の
レ

印
当
該

欄
は
、

作
業

に
当
た

っ
て

制
約
を

受
け
る

事
と
な

る
の

で
明

示
す
る

。
　

　
　
明

示
事
項

に
変
更

が
生

じ
た
場

合
及

び
明
示

さ
れ
て

い
な
い

制
約

等
が
発

生
し

た
と
き

は
、
発

注
者
と

別
途

協
議

し
適
切

な
措
置

を
講

ず
る
も

の
と
す

る
。

　
　
　
別

途
協
議

と
は
、

設
計

・
現
場

説
明

又
は
作

業
打
合

せ
等
に

よ
り

協
議
す

る
も

の
と
す

る
。

亀
山

市
平

成
3
0
年

1
1
月

9



特
記
仕
様

書
（
施
工
条
件
明
示

一
覧
表
）

№
2

条
　
　

　
件

　
　

　
及

　
　

　
び
　
　

　
内
　
　
　

容
明
　

示
　

項
　
目

明
　
　

示
　

　
事
　

　
項

一
般

道
路
（

搬
入
路

）
の

使
用
制

限
あ

り
経
路

及
び
使

用
期

間
の
制

限
内
容

　
（

別
途

図
面

そ
の
他

（
　
　
　
　

　
）

別
途

協
議
　
）

仮
設

道
路
の

設
置
条

件
あ

り
使

用
中

及
び

使
用

後
の

措
置

　
　

　
（

別
途
図

面
そ

の
他

（
 
　
　

　
　

 
）

別
途
協
議

　
）

用
地
及

び
構

造
　

　
　

　
　

　
　

　
（

別
途

図
面

そ
の
他
（

　
　
　
　
　

）
別
途
協
議

　
）

安
全
施

設
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
（

別
途

図
面

そ
の
他
（

　
　
　
　
　

）
別
途
協
議

　
）

そ
の

他
（
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　
　

　
）

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

）

仮
設

備
の
設

置
条
件

あ
り

使
用
期

間
及

び
借

地
条

件
　

　
　

　
（

別
添
図

等
そ

の
他

（
　
　
　

　
　
）

別
途
協
議

　
）

転
用
あ

り
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
回

）

兼
用
あ

り
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
）

そ
の
他

（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

　
　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　
　

　
）

仮
設

物
の
構

造
及
び

施
工

方
法
の

指
定

構
造

及
び
設

計
条

件
　
　

　
　
　

　
（

別
添

図
等

そ
の
他

（
　
　
　
　

　
）

別
途

協
議
　
）

施
工
方

法
（

　
　

　
　

）

そ
の

他
（
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　
　

　
）

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

）

残
土

処
分
（

自
由
処

分
）

残
土
処

分
地

（
別

途
資

料
　

そ
の

他
（
　

　
　
　

　
）

別
途

協
議
　
）

運
搬
距

離
（

暫
定
Ｌ

＝
8
㎞

）

残
土

処
分
（

指
定
処

分
・

他
工
事

流
用

）
処
分

地
の
処

理
条

件
あ
り

　
（

押
土

整
地

　
　

そ
の
他

（
処
分
地
及

び
施

工
方
法

に
つ

い
て
は
、

協
議

に
よ
り

決
定

す
る

）
）

産
業

廃
棄
物

の
処
理

条
件

あ
り

産
業
廃

棄
物

の
種

類
　

　
　

（
コ

ン
塊

ア
ス

塊
木
材

汚
泥

そ
の
他

（
　

　
　
　
　

）
）

産
業
廃

棄
物

の
処

分
地

　
　

（
再

生
処

分
場

（
A
s
殻
）

最
終
処
分

場
（
　
汚
泥

　
）

別
添
図
書

そ
の

他
（
　

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　

　
　
　

　
）

別
途

協
議

　
）

【
注
：

特
段

の
理

由
に

よ
り

処
分

先
や

運
搬

距
離

を
明

示
す

る
場

合
は

そ
の
他
の

項
目
（
　
　

　
　

　
）
に

記
入

の
こ
と

。
】

処
分
場

の
受

入
条

件
　

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
）

舗
装
切

断
時

の
排

水
処

理

そ
の

他
（
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　
　

　
）

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

）

工
事

支
障
物

件
あ
り

支
障
物

件
名

　
（

鉄
道

電
気

電
話

水
道

ガ
ス

有
線

そ
の

他
（
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

）

移
設
時

期
　

　
（

令
和

 
2
年

 
8
月
　

頃
別
途
協

議
）

防
護
　

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
）

そ
の

他
そ

の
他
（

　
占

用
物

件
に

つ
い

て
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
）

・
全
路

線
に

お
い

て
縦

断
方

向
に

占
用

物
件

（
水

道
管

、
電

気
、

電
話

、
ガ
ス
）

あ
り
。

　
施
工

に
関

し
て

事
前

に
埋

設
物

調
査

を
実

施
し

、
施

工
機

械
等

の
接

触
に
よ
る

損
傷
事
故
を

防
止

す
る
こ

と
。

ア
ス
フ

ァ
ル

ト
・

セ
メ

ン
ト

コ
ン

ク
リ

ー
ト

舗
装

の
切

断
時

に
発

生
す

る
排
水
（

泥
水
）
を
河

川
や

側
溝
に

排
水

す
る
こ

と
な

く
排
水

吸
引
機
能

を
有
す

る
切

断
機
械

等
に

よ
り

回
収

す
る

も
の

と
す

る
。

ま
た

、
回

収
水

等
は

、
産

業
廃
棄
物

と
し
て
取
り

扱
う

も
の
と

し
、

適
正
に

処
理

し
な
け

れ
ば
な
ら

な
い
。

「
適

正
に
処

理
」

す
る

と
は

、
「

廃
棄

物
処

理
及

び
清

掃
に

関
す

る
法

律
」

に
基
づ
き

、
産
業
廃
棄

物
の

排
出
事

業
者

（
受
注

者
）

が
産
業

廃
棄
物
の

処
理
を

委
託

す
る
際

、
適

正
処

理
の

た
め

に
必

要
な

廃
棄

物
情

報
（

成
分

や
性

状
等

）
を
処
理

業
者
に
提
供

す
る

こ
と
が

必
要

で
あ
る

。
な

お
、
受

注
者
は
、

回
収
水

等
の

産
業
廃

棄
物

管
理

票
（

マ
ニ

フ
ェ

ス
ト

）
に

つ
い

て
、

監
督

員
に

提
示

し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い

。

工
 
事
 
支

 
障

物
 
件
 
関

 
係

工
事

用
道

路
関
係

仮
設
備

関
係

残
土
・

産
業

廃
棄
物

関
係

（
注
）
上

記
受
託

業
務
事

項
・

条
件
及

び
内

容
の
レ

印
当
該

欄
は
、

作
業

に
当
た

っ
て

制
約
を

受
け
る

事
と
な

る
の

で
明

示
す
る

。
　

　
　
明

示
事
項

に
変
更

が
生

じ
た
場

合
及

び
明
示

さ
れ
て

い
な
い

制
約

等
が
発

生
し

た
と
き

は
、
発

注
者
と

別
途

協
議

し
適
切

な
措
置

を
講

ず
る
も

の
と
す

る
。

　
　
　
別

途
協
議

と
は
、

設
計

・
現
場

説
明

又
は
作

業
打
合

せ
等
に

よ
り

協
議
す

る
も

の
と
す

る
。

亀
山

市
平

成
3
0
年

1
1
月

10



特
記
仕
様

書
（
施
工
条
件
明
示

一
覧
表
）

№
3

条
　
　

　
件

　
　

　
及

　
　

　
び
　
　

　
内
　
　
　

容
明
　

示
　

項
　
目

明
　
　

示
　

　
事
　

　
項

設
計
条

件
（

　
　

　
　

　
）

削
孔
数

量
（

　
　

）
注

入
量

　
（

　
　

　
）

そ
の
他
　
（

　
　
　
　
　

）

工
法
関

係
（

　
　

　
　

　
　

　
　

）
材
料

関
係

（
　
　

　
　
　
　
　

　
）

そ
の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
）

再
生

材
使
用

の
指
定

あ
り

再
生
材

の
種

類
（

再
生
Ａ

s
コ
ン

再
生
路

盤
材

再
生

ク
ラ

ッ
シ
ャ
ー

ラ
ン

道
路

用
盛
土

材
再

生
コ
ン

砂
　
）

再
生
材

が
使

用
出

来
な

い
場

合
の

措
置

（
新

材
に
変

更
そ

の
他
（
　
　

　
　
　
　
）

別
途
協

議
　

）

六
価

ク
ロ
ム

溶
出
試

験
あ

り
（
環

境
告

示
第
4
6
号
溶
出

試
験
）

再
生

コ
ン

ク
リ

ー
ト

砂
（

１
購

入
先

当
た

り
１

検
体

の
試

験
を

行
い

、
試

験
報
告
書

に
は
、
使
用

す
る

工
事
名

称
、

所
在
地

を
記

載
す
る

。
）

三
重

県
リ
サ

イ
ク
ル

製
品

利
用
推

進
条

例
に
基

づ
く

三
重

県
リ
サ

イ
ク

ル
製
品

利
用
推

進
条

例
に
基

づ
く
認

定
製

品
を
使

用
す
る
。

た
だ
し
、
認

定
製

品
が
入

手
で

き
な
い
場

合
は
、
監

督
員

と
別

途
協

議
。

認
定

製
品
の

使
用
に

つ
い

て
　

（
認

定
製

品
の

品
名

：
　

リ
サ

イ
ク

ル
砂

　
）

　
【
注

：
認

定
製

品
の

品
名

欄
に

つ
い

て
は

、
設

計
単

価
表

の
品

名
を

記
入
す
る

こ
と
】

下
記
製

品
を

本
工

事
で

使
用

す
る

場
合

は
、

三
重

県
リ

サ
イ

ク
ル

製
品

利
用
推
進

条
例
に
基
づ

く
認

定
製
品

を
使

用
す
る

よ
う

に
努
め

る
。

　
（
認

定
製

品
の

品
名

：
　

間
伐

材
製

工
事

用
バ

リ
ケ

ー
ド

・
看

板
・

標
示
板
 
 
）

そ
の

他
（
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　
　

　
）

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

）

工
事

用
機
材

の
保
管

及
び

仮
置
き

の
必

要
あ
り

保
管

場
所
（

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

）
期

間
（
　

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
）

そ
の

他
（
　

　
　
　

）

現
場

発
生
品

あ
り

品
名

（
　

　
　

　
　

　
　

　
）

数
量

（
　

　
　

）
保
管

場
所
（

　
　

　
　
　
　

　
　
　
　
）

そ
の
他

（
　

　
　

）
）

支
給

品
あ
り

品
名

（
　

　
　

　
　

　
　

　
）

数
量

（
　

　
　

）
引
渡

場
所
（

　
　

　
　
　
　

　
　
　
　
）

時
期
（

平
成

　
　

年
　

　
月

　
　

日
）

そ
の

他
（
　

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　

）

盛
土

材
等
工

事
間
流

用
あ

り
運

搬
方

法
（

受
注
者

で
運

搬
受

注
者

以
外

で
運
搬

別
途
協
議

そ
の
他

（
　

　
　
　
　

　
　

）
）

引
渡
場

所
（

別
添
図

等
別

途
協

議
　

そ
の
他

（
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
）
）

数
量
（

　
　

　
　

　
）

運
搬

距
離
（

Ｌ
＝
　
　

 
㎞
）

現
場

環
境
改

善
費
（

イ
メ

ー
ジ
ア

ッ
プ

経
費
）

適
用
工

事
現

場
環
境

改
善

（
イ

メ
ー

ジ
ア

ッ
プ

）
の

内
容

（
率

分
）

（
　

　
　

　
　

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　
）

現
場
環

境
改

善
（

イ
メ

ー
ジ

ア
ッ

プ
）

の
内

容
（

積
上

）
（

　
　

　
　

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　
　
）

そ
の

他
（
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　
　

 
 
）

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

）

適
用

条
件

三
重

県
公

共
工

事
共

通
仕

様
書

（
平

成
2
8
年

7
月

版
）

を
適

用
（
部

分
改

正
を
行
っ

た
内

容
も
含

む
（

最
新
改
正

：
平
成
3
0
年

1
1
月

1
日
）

）

「
土
木

構
造

物
設

計
マ

ニ
ュ

ア
ル

（
案

）
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

編
」
を

適
用

契
約
後

の
V
E
提
案

に
関

す
る

特
記

仕
様

書
　

平
成

　
　

年
　

　
月

　
　

日
を
適
用

（
三
重
県
H
P
「
三

重
県
の

公
共

事
業
情

報
」

を
参
照

）

「
工
事

監
理

連
絡

会
」

実
施

対
象

工
事

に
係

る
特

記
仕

様
書

　
平

成
3
0
年
7
月
1
日

を
適
用
（
三

重
県

H
P
「
三

重
県

の
公
共

事
業

情
報
」

を
参
照
）

※
設
計

図
書

の
照

査
完

了
後

、
実

施
に

つ
い

て
監

督
員

と
協

議
す

る
こ

と
。

（

（
）

そ
の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
）

施
工

範
囲

（
 
 
 
 
 
 
 
）

薬
液
注
入

関
係

薬
液
注

入
工
法

等
の

指
定
あ

り
工

法
区

分
（

 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

材
料

種
類

（
 
 
 
 
 
）

再
生

材
使

用
関
係

そ
　
の

　
他

適
 
用

 
条
 
件

「
受
発

注
者

間
の

協
議

に
お

け
る

回
答

予
定

日
を

明
確

に
す

る
取

組
」

試
行
対
象

工
事
に
係
る

特
記

仕
様
書

　
平

成
2
8
年

7
月
1
日
を

適
用
（

三
重

県
H
P
「

三
重
県

の
公

共
事

業
情

報
」

を
参

照
）

提
出

書
類
あ

り

注
入

量
の
確

認
、
注

入
の

管
理
及

び
注

入
の
効

果
の
確

認

そ
の

他
（
　

　
　
　

　
　

　
　
　

）

三
重

県
企
業

庁
が
所

管
す

る
工
事

）
に

お
け

る
工
事

一
時
中
止

に
係
る
ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

 
三
重

県
農

林
水

産
部

 
平

成
2
9
年

7
月

三
重
県

企
業

庁
 
平
成

2
9
年
7
月

を
参

考
と
す

る
。

（
三
重
県

H
P
「
三
重
県

の
公

共
事

業
情

報
」

を
参

照
）

支
援
技

術
者

１
．
本

工
事

は
現

場
に

お
け

る
現

場
技

術
業

務
を

〔
例

示
－

（
公

財
）

三
重
県
建

設
技
術
セ
ン

タ
ー

〕
に
委

託
し

て
い
る

の
で

、
そ
の

支
援
技
術

者
が
監

督
員

　
に
代

わ
っ

て
施

工
体

制
点

検
、

現
場

で
立

会
、

観
察

又
は

検
測

を
行

う
際
は
、

そ
の
業
務
に

協
力

し
な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

ま
た
、

書
類
（
施

工
体
制

台
帳

　
、
計

画
書

、
報

告
書

、
デ

ー
タ

、
図

面
等

）
の

審
査

に
関

し
説

明
を

求
め
ら
れ

た
場
合
は
、

説
明

に
応
じ

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。
た

だ
し
、
支

援
技
術

者
は

　
、
工

事
請

負
契

約
書

第
９

条
に

規
定

す
る

監
督

員
で

は
な

く
、

指
示

、
承
諾
、

協
議
、
検
査

の
適

否
の
判

定
等

を
行
う

権
限

は
有
し

な
い
も
の

で
あ
る

。
２

．
監

督
員

か
ら

工
事

請
負

者
に

対
す

る
指

示
又

は
通

知
等

の
支

援
技

術
者
を
通

じ
て
行
う
場

合
に

は
、
監

督
員

か
ら
直

接
、

指
示
又

は
通
知
が

あ
っ
た

も
の

　
と
み

な
す

。
３

．
監

督
員

の
指

示
に

よ
り

工
事

請
負

者
が

監
督

員
に

対
し

て
行

う
報

告
又
は
通

知
は
、
支
援

技
術

者
を
通

じ
て

行
う
こ

と
が

で
き
る

。
４

．
本

工
事

を
担

当
す

る
支

援
技

術
者

の
氏

名
は

右
記

の
通

り
で

あ
る

。
　
支
援

技
術
者
：

設
計
変

更
（

工
事

一
時

中
止

）
を

行
う

際
に

は
、

三
重

県
工

事
一

時
中

止
に
係
る

ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
（

三
重
県

県
土

整
備
部

 
平
成

2
9
年
7
月
）

を
参

考
と

す
る

。
（

三
重

県
H
P
「
三

重
県

の
公

共
事

業
情

報
」

を
参

照
）

設
計
変

更
（

工
事

一
時

中
止

）
を

行
う

際
に

は
、

農
業
農

村
整
備
事
業

漁
港

漁
場
関
係
工

事
森
林

整
備
保

全
事
業

（
注
）
上

記
受
託

業
務
事

項
・

条
件
及

び
内

容
の
レ

印
当
該

欄
は
、

作
業

に
当
た

っ
て

制
約
を

受
け
る

事
と
な

る
の

で
明

示
す
る

。
　

　
　
明

示
事
項

に
変
更

が
生

じ
た
場

合
及

び
明
示

さ
れ
て

い
な
い

制
約

等
が
発

生
し

た
と
き

は
、
発

注
者
と

別
途

協
議

し
適
切

な
措
置

を
講

ず
る
も

の
と
す

る
。

　
　
　
別

途
協
議

と
は
、

設
計

・
現
場

説
明

又
は
作

業
打
合

せ
等
に

よ
り

協
議
す

る
も

の
と
す

る
。

亀
山

市
平

成
3
0
年

1
1
月
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特
記
仕
様

書
（
施
工
条
件
明
示

一
覧
表
）

№
4

条
　
　

　
件

　
　

　
及

　
　

　
び
　
　

　
内
　
　
　

容
明
　

示
　

項
　
目

明
　
　

示
　

　
事
　

　
項

一
般

監
督

重
点

監
督

の
場

合
　

【
注

：
全

て
の

工
種

に
適

用
し

な
い

場
合

は
、

対
象

工
種
欄
を

チ
ェ
ッ
ク
し

、
対

象
工
種

名
を

記
入
す

る
こ

と
。
】

全
て
の

工
種

に
適

用
す

る
。

対
象
工

種
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　
　

　
　
）

重
点

監
督

　
※

こ
れ

以
外

は
、

一
般

監
督

と
す

る
。

入
札

時
Ｖ
Ｅ

方
式

契
約

前
の

Ｖ
Ｅ

提
案

に
基

づ
き

施
工

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

契
約

後
Ｖ
Ｅ

方
式

契
約

後
に

Ｖ
Ｅ

提
案

を
受

け
付

け
る

。

設
計

・
施
行

一
括
発

注
方

式
細

部
設

計
の

承
認

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

プ
ロ

ポ
ー
ザ

ル
方
式

総
合

評
価
方

式

工
事

完
成
図

書
（
工

事
写

真
含
む

）
工
事

完
成
図

書
は

電
子
納

品
と
す

る
。

た
だ
し

、
電
子

化
が

困
難
な

部
分
に
つ

い
て
監
督
員

と
協

議
承
諾

を
得

た
も
の
に

つ
い
て
は

こ
の

限
り

で
は

な
い

。

電
子

納
品
対

象
外

電
子

媒
体

の
提

出
部

数
は

、
（

２
部

（
　

　
　
　

）
部

）
と

す
る
。

2
9
年

4
月
改
訂
）

を
適

用

産
業

廃
棄
物

税

工
事

カ
ル
テ

作
成
・

登
録

三
重
県

公
共

工
事

共
通

仕
様

書
に

基
づ

き
、

工
事

カ
ル

テ
作

成
・

登
録
を

行
う
こ
と
。

建
設

副
産
物

情
報
交

換
シ

ス
テ
ム

下
請

企
業
の

次
数
制

限
本

工
事

に
お

け
る

下
請

の
次

数
は

、
２

次
（

建
築

一
式

工
事

は
３

次
）

ま
で
と
す

る
。

上
記
次

数
を

超
え

る
下

請
契

約
を

締
結

す
る

場
合

は
、

下
請

契
約

締
結

前
に
書
面

に
よ
り
発
注

者
の

承
諾
を

得
る

こ
と
。

県
内

企
業
の

使
用
、

管
内

又
は
隣

接
管

内
企
業

の
優
先

使
用

建
設

資
材
の

県
内
産

製
品

優
先
使

用

本
工
事

で
使

用
す

る
建

設
資

材
の

調
達

に
あ

た
っ

て
は

、
極

力
県

内
の

取
り
扱
い

業
者
か
ら
購

入
す

る
よ
う

努
め

る
こ
と

。

監
督
の

区
分

下
請

関
係

下
請

企
業

次
数

制
限

　
県
内

企
業

使
用

管
内

企
業

優
先

使
用

本
工
事

に
お

い
て

、
下

請
契

約
を

締
結

す
る

場
合

は
、

当
該

契
約

の
相

手
方
（
２

次
以
下
の
請

負
人

を
含
む

）
を

三
重
県

内
に

本
店
（

建
設
業
法

に
お
い

て
規

定
す
る

主
た

る
営

業
所

を
含

む
）

を
有

す
る

者
の

中
か

ら
選

定
す

る
よ

う
努
め
る

こ
と
。
ま
た

、
本

建
設
事

務
所

管
内
又

は
隣

接
す
る

建
設
事
務

所
管
内

に
本

店
（
建

設
業

法
に

お
い

て
規

定
す

る
主

た
る

営
業

所
を

含
む

）
を

有
す

る
者
を
優

先
し
て
選
定

す
る

よ
う
努

め
る

こ
と
。

な
お

、
県
外

企
業
を
下

請
け
に

選
定

す
る
場

合
は

、
下

請
契

約
締

結
前

に
書

面
に

よ
り

発
注

者
に

報
告

を
行

う
こ
と
。

共
通
仕

様
書

第
1
編

第
1
章

1
-
1
-
2
2
条

第
6

項
に
規

定
す
る

表
1
-
2
、

表
1
-
3

（
た

だ
し
、

低
入
札

価
格

調
査
制

度
の

調
査
対

象
工
事

と
な
っ

た
場

合
は
、

全
て
の

工
種

を
重
点

監
督

と
す
る

。
）

入
札

・
契

約
方
式

本
件
工

事
で

提
案

不
履

行
が

あ
っ

た
場

合
は

、
本

件
工

事
完

成
年

度
の

翌
年
度
に

総
合
評
価
方

式
で

発
注
す

る
案

件
（
以

下
「

発
注
工

事
」
と
い

う
。
）

で
、

貴
社
の

評
価

点
に

お
い

て
発

注
工

事
の

加
算

点
（

満
点

）
の

１
割

を
減

点
し
ま
す

。

電
 
子

 
納
 
品

三
重
県

Ｃ
Ａ

Ｌ
Ｓ

電
子

納
品

運
用

マ
ニ

ュ
ア

ル
（

平
成

産
業
廃
棄

物
税

本
工

事
に
は

産
業

廃
棄
物

税
相
当

分
が

計
上
さ

れ
て
い

な
い

た
め
、

受
注
者
が

課
税
対
象
と

な
っ

た
場
合

に
は

完
成
年
度

の
翌
年
度

の
4
月
1
日

か
ら

8
月
3
1
日

ま
で
の

間
に

別
に

定
め

る
様

式
に

産
業

廃
棄

物
税

納
税

証
明

書
等

を
添

付
し
て
当

該
工
事
の
発

注
者

に
対
し

て
支

払
請
求

を
行

う
こ
と

。
な
お
、

こ
の
期

間
を

超
え
て

請
求

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
。

ま
た

、
設

計
数

量
を

超
え

て
請

求
す
る
こ

と
は
で
き
な

い
。

工
事
カ

ル
テ

作
成
・

登
録

建
設
副
産

物
情

報
交
換
シ

ス
テ
ム

三
重
県

公
共

工
事

共
通

仕
様

書
に

基
づ

き
、

建
設

副
産

物
情

報
交

換
シ

ス
テ
ム
（

副
産
物
シ
ス

テ
ム

、
発
生

土
シ

ス
テ
ム

）
に

デ
ー
タ

を
入
力
す

る
こ
と

。
建

設
副

産
物

情
報

交
換

シ
ス

テ
ム

（
C
O
B
R
I
S
）
へ

の
デ

ー
タ

入
力

、
ま

た
は
利
用

量
・
搬
出
先

調
査

票
（
建

設
リ

サ
イ
ク

ル
報

告
様
式

）
を
提
出

す
る
こ

と
。

県
内
産

製
品

優
 
先
 
使

 
用

本
工
事

に
使

用
す

る
建

設
資

材
に

つ
い

て
、

規
格

・
品

質
等

の
条

件
を

満
足
す
る

も
の
に
つ
い

て
は

、
県
内

産
資

材
の
優

先
使

用
す
る

よ
う
努
め

る
こ
と

。

（
注
）
上

記
受
託

業
務
事

項
・

条
件
及

び
内

容
の
レ

印
当
該

欄
は
、

作
業

に
当
た

っ
て

制
約
を

受
け
る

事
と
な

る
の

で
明

示
す
る

。
　

　
　
明

示
事
項

に
変
更

が
生

じ
た
場

合
及

び
明
示

さ
れ
て

い
な
い

制
約

等
が
発

生
し

た
と
き

は
、
発

注
者
と

別
途

協
議

し
適
切

な
措
置

を
講

ず
る
も

の
と
す

る
。

　
　
　
別

途
協
議

と
は
、

設
計

・
現
場

説
明

又
は
作

業
打
合

せ
等
に

よ
り

協
議
す

る
も

の
と
す

る
。

亀
山

市
平

成
3
0
年

1
1
月
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特
記
仕
様

書
（
施
工
条
件
明
示

一
覧
表
）

№
5

条
　
　

　
件

　
　

　
及

　
　

　
び
　
　

　
内
　
　
　

容
明
　

示
　

項
　
目

明
　
　

示
　

　
事
　

　
項

工
事

実
態
調

査

不
当
介

入
を

受
け
た

場
合
の

措
置

不
当

介
入
を

受
け
た

場
合

の
措
置

暴
力
団

員
等

に
よ

る
不

当
介

入
（

三
重

県
公

共
工

事
等

暴
力

団
等

排
除

措
置
要
綱

第
２
条
第
１

項
第

1
4
号
）

を
受

け
た
場

合
の

措
置
に

つ
い
て

(
1
)
受

注
者
は

暴
力

団
員

等
（

三
重

県
公

共
工

事
等

暴
力

団
等

排
除

措
置
要
綱

第
２
条
第
１

項
第

1
2
号
）

に
よ

る
不
当

介
入

を
受
け

た
場
合
は

、
断
固

と
し

て
こ

れ
を

拒
否

す
る

と
と

も
に

、
不

当
介

入
が

あ
っ

た
時
点

で
速
や
か
に

三
重

県
警
察

本
部

に
通
報
を

行
う

と
と
も

に
、

捜
査

上
必
要
な

協
力
を

行
う
こ

と
。

社
会
保
険

等
未
加

入
対

策

社
会

保
険
等

未
加
入

対
策

（
健

康
保
険

、
厚
生

年
金

保
険
及

び
雇

用
保
険

）
適

用
除

外
で

な
い

に
も

関
わ

ら
ず

社
会

保
険

等
に

未
加

入
で

あ
る

建
設

業
者
を
下

請
負
人
と
し

て
は

な
ら
な

い
。

受
注
者

は
、

施
工

体
制

台
帳

・
再

下
請

負
通

知
書

の
「

健
康

保
険

等
の

加
入
状
況

」
欄
に
よ
り

下
請

業
者
が

社
会

保
険
等

に
加

入
し
て

い
る
か
ど

う
か
を

確
認

す
る
こ

と
。

ま
た

、
発

注
者

が
加

入
状

況
を

証
明

す
る

書
類

の
提

出
又

は
提
示
を

求
め
た
場
合

、
速

や
か
に

対
応

す
る
こ

と
。

(
2
)
(
1
)
に

よ
り
三

重
県

警
察
本

部
に
通

報
を

行
う
と

と
も
に

、
捜

査
上
必
要

な
協

力
を
行

っ
た

場
合
に
は

、
速
や
か
に

発
注

者
に
報

告
す
る

こ
と

。
発

注
者

へ
の

報
告

は
必

ず
文

書
で

行
う

こ
と

。

(
3
)
受

注
者

は
暴

力
団

員
等

に
よ

り
不

当
介

入
を

受
け

た
こ

と
か

ら
工

程
に

遅
れ

が
生

じ
る

等
の

被
害

が
生

じ
た

場
合

は
、

発
注

者
と

協
議

を
行

う
こ

と
。

工
事
実
態

調
査

三
重

県
低
入

札
価

格
調
査

実
施
要

領
第

３
条
で

定
め
る

調
査

基
準
に

満
た
な
い

額
で
契
約
し

、
発

注
者
よ

り
工

事
実
態
調

査
の
指
示

が
あ

っ
た

場
合

又
は

、
同

実
施
要

領
で

定
め

る
重

点
調

査
を

経
て

契
約

し
た

場
合

は
、

工
事

実
態

調
査
に
協

力
す
る
こ
と

。

（
注
）
上

記
受
託

業
務
事

項
・

条
件
及

び
内

容
の
レ

印
当
該

欄
は
、

作
業

に
当
た

っ
て

制
約
を

受
け
る

事
と
な

る
の

で
明

示
す
る

。
　

　
　
明

示
事
項

に
変
更

が
生

じ
た
場

合
及

び
明
示

さ
れ
て

い
な
い

制
約

等
が
発

生
し

た
と
き

は
、
発

注
者
と

別
途

協
議

し
適
切

な
措
置

を
講

ず
る
も

の
と
す

る
。

　
　
　
別

途
協
議

と
は
、

設
計

・
現
場

説
明

又
は
作

業
打
合

せ
等
に

よ
り

協
議
す

る
も

の
と
す

る
。

亀
山

市
平

成
3
0
年

1
1
月
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